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業務委託契約書  

 
1 委 託 業 務 名 鹿嶋中継施設可燃ごみ運搬業務委託 

 

 

2 履 行 場 所 茨城県鹿嶋市平井2264番地 

 

 

3 契 約 期 間 自 契約締結日の翌日 至 令和 11 年 3 月 31 日 

 

 

4 委 託 料  

 

 

 

(契約期間における固定費と変動費の合計。変動費は計画運搬量に基

づき算出されたもの。) 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額           円) 
 

 

5 契 約 保 証 金 

 

 

上記の委託業務について、鹿島地方事務組合と          とは、おのおの対等な立場にお

ける合意に基づいて添付の契約によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行

するものとする。 

本契約の証として２通を作成し、当事者記名押印のうえ各１通を保有するものとする。

令和    年    月  日 

甲 住所 茨城県神栖市居切 660 番地 3 

氏名 鹿島地方事務組合 

管理者 石田 進 
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第１章 総則 

（一般事項） 

第1条 発注者（以下、「甲」とする。）及び受注者（以下、「乙」とする。）は、本契約に基づき、要求水準書に

従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、以下のとおりとする。 

（1） 「搬出車両」とは、要求水準書に記載した脱着ボデートラックとする。 

（2） 「本業務」とは、鹿嶋中継施設可燃ごみ運搬業務委託とする。 

（3） ｢本業務期間｣とは、契約締結日の翌日から令和11年３月３１日をいう。なお、契約締結日

の翌日から令和６年6月３0日までの期間は準備期間とする。 

（4） ｢年度｣とは、４月１日に開始し、翌年の３月３１日に終了する一年とする。 

（5） ｢不可抗力｣とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、津波、火災、その他

自然災害、又は戦争、騒擾、騒乱、暴動、抗議活動、労働争議、禁輸、交通機関の事故、そ

の他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責

めにも帰すことができないものをいう。 

（6） 「要求水準書」とは、公告時に提示した「鹿嶋中継施設可燃ごみ運搬業務委託要求水準

書」とする。 

（7） 「事業計画書」とは、要求水準書に従い、乙が見積設計図書の根拠として作成した事業計

画書とする。 

（8） 「成果物」とは、この契約の履行に関し、甲が乙と協議のうえ甲に帰属すると合意した書類、

図面、写真、映像等の総称をいう。 

３ この契約を構成する書類及び合意は、以下に掲げるとおりとし、齟齬がある場合の優先順位は、

列挙した順序に従うものとする。なお、見積提案図書に記載された提案内容のうち、要求水準

書の水準を上回る提案については、見積提案図書の提案内容を優先するものとする。 

（１）業務委託契約書及び業務委託契約に関する確認書 

（２）要求水準書 

（３）各種質問回答書（本契約締結時までに乙が甲からの質問に文章又は電磁的記録により

回答したものをいう。以下同じ） 

（４）入札説明書（本契約締結時までに乙が甲に対して提出した同じ表題の文章をいう。以

下同じ） 

（5） 見積提案図書（本契約締結時までに乙が甲に対して提出した同じ表題の文章をいう。

以下同じ） 
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４ 乙は、本業務をこの契約書に記載の本業務期間中行うものとし、甲はその委託費を支払うも

のとする。 

５ 本業務を遂行するために必要な一切の手段については、この契約及び要求水準書に特別の

定めがある場合を除き、乙がその責任により定めるものとする。 

６ この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下、「指示等」

という。）は、書面により行わなければならない。なお、緊急時又はやむを得ない事情の場合に

おいては、甲及び乙は、規定する指示等を口頭で行うことができるものとするが、速やかに既

に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。 

７ この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。 ８ この契約に定める金

銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

９ この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

10 この契約及び要求水準書における期間の定めについては、この契約又は要求水準書に特別

の定めがある場合を除き、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）

の定めるところによるものとする。 

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

12 この契約に係る紛争の訴訟は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

13 委託費以外に、この契約に基づき甲が負担すべき費用が発生した場合の負担方法について

は、甲と乙が協議により定めるものとする。 

 

（業務期間） 

第2条 本業務期間は、契約締結日の翌日から令和11年３月３１日までとする。 

２ 本業務期間のうち、契約締結日の翌日から令和６年６月３0日までの期間は、本業務の準備期

間とする。なお、準備期間中に実施する試運転の開始予定日は令和６年４月15日とし，令和

６年４月１日から実施する運転教育を受講するものとする。 

３ 令和６年７月１日から令和11年３月３１日までの期間を正式な委託期間とする。 

４ 本契約には、民法６５１条は適用せず、同条による契約解除はできないものとする。 

 

（業務範囲） 

第3条 本業務の範囲は、この契約書及び第１条３項各号に規定された一切の文章及び合意（以下、以上

の文章及び合意を「要求水準書等」という。）によって定められたものとする。 

 

（所有権） 

第4条 搬出車両の所有権は、甲に属するものとする。また、搬出車両の更新等を行った場合においても

同様とする。 
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（不可抗力） 

第5条 不可抗力により、甲又は乙のいずれかが、この契約を履行できなくなった場合は、その旨を直ちに

相手方に通知しなければならない。 

２ 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行

の続行が可能となるまで、この契約上の履行期間における履行義務を免れるものとし、相手

方当事者についても同様とする。なお、甲及び乙は、それぞれ早急に適切な対応措置をとり、

不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

３ 甲及び乙は、相手方から第１項の通知を受領した場合、速やかに対処方法、費用の負担、契約

の継続等について協議を行う。当該協議において、不可抗力が発生した日から６０日以内に

この契約の変更について合意が得られない場合は、甲は不可抗力の対応方法を乙に通知し、

乙はこれに従い本業務を継続する。 

 

（緊急時対応） 

第6条 乙は、事故や自然災害防止等のために必要がある場合は、要求水準書及び緊急時対応マニュア

ル（甲乙間で別途協議してその内容を決定する同名の文書を指す。以下同じ。）に従った適切な対応を

取らなければならない。 

２ 前項の事態が発生した場合、乙は対応の内容を甲に直ちに通知する。 

３ 甲は、第１項の事態が発生した場合は、可燃ごみの運搬を行う上で、特に必要があると認め

られる場合は、乙に対して緊急時対応をとることを請求することができる。 

4 乙は要求水準書に従い、防災等の措置を図らなければならない。 

 

第２章 業務委託に関する事項 

（本業務） 

第7条 甲は、本業務期間において、本業務の実施を乙に委託し、乙はかかる委託を受けて、本業務を実

施する。 

２  乙は、本業務の実施のために法律上必要とされる有資格者及びその他本業務を実施するた

めに必要な業務従事者を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持す

る。また、乙は、本業務の正式な委託期間の初日となる令和６年７月１日から本業務を実施でき

るように、必要な準備を実施する。 

３ 乙は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、環境への負荷

軽減を考慮し、適正に本業務を行わなければならない。 

 

（善良なる管理者の注意義務） 

第8条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約及び要求水準書等の規定及びその内容に

従い、本業務を実施しなければならない。 
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（履行報告及び指示監督等） 

第9条 甲が必要と認める場合は、乙はこの契約の履行状況等について報告しなければならない。  

２ 甲が必要と認める場合は、甲は、この契約の履行に対し、乙に指示監督することができる。 

３ 甲が必要と認める場合は、甲は、乙に対し本業務の実施状況について立会、調査、又は乙の

事務所その他、本業務の実施場所に立ち入ることができる。 

 

（燃料、薬品等の調達） 

第10条 運搬に必要となる各種ユーティリティ（燃料、薬品等）は、乙がその責任において調達し、費用を

負担する。ただし、法令の改正又は不可抗力に該当する事由が生じた場合は、第31条又は第35条に

準じる。 

 

（計画書の作成） 

第11条 乙は、要求水準書等に従って計画書（事業計画書等を含む）を作成し、甲の確認を受ける。 

２ 乙は、本業務を円滑に実施するため、常に計画書を適正なものとするように更新を行うものと

する。 

３ 乙は、本業務の実施が果たされない場合、単に計画書に従ったことのみをもって、この契約上

の責任を免れることはできない。 

 

第３章 可燃ごみの運搬等に関する事項 

（運搬業務） 

第12条 乙は本業務期間中、要求水準書等及びこの契約に基づき、可燃ごみの運搬を実施しなければな

らない。 

 

（可燃ごみの運搬等） 

第13条 乙は、要求水準書等に従った可燃ごみの運搬を行うものとする。 

 

（搬出車両の維持管理業務） 

第14条 乙は、この契約、要求水準書等、搬出車両の維持管理に関連する各種計画書に従い、搬出車両

の維持管理を実施する。 

２ 甲及び乙は、搬出車両の維持管理状況等を考慮し、運搬計画書の見直しに係る協議を、相手

方に対して申し入れることができるものとする。 

３ 乙は、前項の協議が整った場合に計画書の修正を行う。 
  



5  

（補修及び更新等） 

第15条 乙は、点検・検査実施計画書、補修実施計画書などに従い、搬出車両の適正管理に努めなけれ

ばならない。また、乙は自らの故意、過失又は債務不履行（安全配慮義務違反等の付随義務を含む。以

下同じ。）により生じた搬出車両の破損は、自らの費用で補修しなければならない。なお、維持補修の実

施により、ごみの運搬ができない状態に陥ることが予想される場合は、甲がその取扱いを定めるものと

し、乙はこれに従うものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、当該破損が不可抗力による場合は第35条により甲及び乙がその費

用を負担する。また、法令等の改正による搬出車両の改修及び機器の更新は、甲がその費用

を負担する。 

３ 乙は、前項により甲が行う改修及び補修に協力しなければならない。 

４ 乙は、搬出車両に必要な部品の調達を自ら行う。ただし、鹿嶋中継施設建設工事請負業者

（以下、「施工業者」という。）の製品（以下、「特定部品」という。）の調達等に際し、施工業者に

協力を求めることができる。 

５ 甲は、乙が搬出車両に対して行った維持補修の内容が、この契約、要求水準書、第１項に示

す各種計画書等に適合しない場合は、適合しないこと（以下、「不適合」という。）を知った時点

から１年以内に乙にその旨を通知し、甲の選択に従い、乙に対して、当該不適合の解消のため

の維持補修のやり直し、その他の措置及び不適合により生じた一切の損害（合理的な弁護士

費用も含むがそれに限られない）の賠償を請求することができる。 

 

第４章 検査・モニタリング等に関する事項 

（受託者の検査・セルフモニタリング） 

第16条 乙は、要求水準書等及び各種計画書等により、可燃ごみ運搬業務を維持するために必要な措置

を講じ、法律に定める検査、要求水準書に規定する検査及びその他必要と認める検査及びセルフモニ

タリングを行うものとする。 

２ 乙は前項の検査を行った場合、検査結果を遅滞なく乙に報告する。 

 

（委託者の検査・モニタリング） 

第17条 甲は、乙による可燃ごみ運搬業務の履行状況が、要求水準を満たしていることを確認するため、

可燃ごみ運搬状況の監視（モニタリング）を行う。 

２ 甲は前項のモニタリングのほかに、乙による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、

随時、必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、甲は、乙に対して本業務の

遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。 

 

（委託者による業務の改善指示） 

第18条 乙による本業務の遂行が要求水準を満たしていないと認められた場合、又は本契約あるいは要

求水準書等の内容を満たしていないと認められた場合、甲は乙に対して改善を指示することができる。 

２ 乙は、前項により甲から改善指示を受けた場合は、指示を受けた日から３０日以内に改善計

画書を作成して甲に提出し、その承諾を得なければならない。 
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３ 乙は、前項に従い甲の承諾を得た改善計画書の内容を確実かつ速やかに実施しなければな

らない。 

 

第５章 関係法令及び許認可等に関する事項 

（関係法令の遵守） 

第19条 乙は本業務期間中、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）を含む関

連法令、関連規制等一切の法令を遵守しなければならない。 

 

（受託者の責任） 

第20条 乙は、本業務の実施その他、乙がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可

（甲の単独申請にかかるものを除く。）を取得し、契約期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわ

なければならない。 

 

（委託者の責任） 

第21条 甲は搬出車両を所有し、乙に貸与する。 

２ 本業務の実施に関し、甲による関係官公庁への申請、届出等（以下、｢申請等｣という。）が必

要となった場合、乙は、申請等にかかる書類作成等の事務に協力する。また、乙は、甲が関係

官公庁から記録及び資料等の提供を求められた場合は、甲の指示に従い、速やかに対応する。 

 

（通知等） 

第22条 乙は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、以下のいずれかに該当するときは、

直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

（1） この契約又は要求水準書等で提示された条件に従って、本業務を実施することができなくな

ったとき。 

（2） この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。 

（3） 要求水準書等に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により乙のこの契

約の履行のための費用の減少が可能と判断されたとき。 

２ 甲及び乙は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に

違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにお

いてその義務を逃れるものとする。この場合において甲又は乙は、相手方に発生する損害を

最小限にするよう努めなければならない。 
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第６章 契約に関する事項 

（契約の保証） 

第23条 乙はこの契約の締結と同時に、以下のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、

甲において、その必要がないと認めた場合は、この限りではない。 

（1） 契約保証金の納付 

（2） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（3） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は、甲が確

実と認める金融機関の保証 

（4） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（5） この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項（1）の保証に係る契約保証金の額、保証金額また保険金額は、単年度委託料の 100 分

の 10 以上としなければならない。なお、委託費に変更が生じた場合も同様とする。ただし、委

託費の変更が減額となった場合は、乙は保証額の減額を請求することができる。 

３ 第１項（2）又は（3）に掲げる保証を採用する場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の

提供として行われたものとみなす。 

４ 第１項（4）又は（5）に掲げる保証を採用する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

５ 第１項（3）から（5）までのいずれかに掲げる保証を採用する場合は、当該保証は第49条に規

定するものによる契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

６ 第１項（5）の保証を採用する場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲

に寄託しなければならない。 

７ 甲は、本業務が完了した後、契約保証金（契約保証金の納付に代えて提供した担保含む）を、

乙に返還しなければならない。 

 

（再委託等の禁止） 

第24条 乙は、本契約に関する業務の全部又は主要な部分を第三者に委託、又は請負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 前項の規定により、第三者に委託した場合は、乙は当該第三者の選任及び監督その他当該第

三者一切の行為・不作為について、甲に対して責任を負うものとする。 

 

（業務内容の変更等） 

第25条 甲は、必要がある場合に、乙に対する意思表示により、本業務の内容を変更又は一時中断する

ことができる。この場合において、委託料又は本業務期間を変更する必要がある場合は、甲と乙が協議

を行い、書面にてこれを定めるものとする。甲は、中断をしている期間に相当する委託料はその支払い

を停止することができる。 
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（登記事項の変更の報告） 

第26条 乙は、定款の変更及び住所、役員等の登記事項に変更があった場合は、速やかに甲に報告しな

ければならない。 

 

（保険への加入） 

第27条 乙は要求水準書等に従い、適切な保険に継続して加入しなければならない。 
 

（契約外の事項） 

第28条 この契約に定めのない事項又は、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ

て甲と乙が協議して定めるものとする。 

２ 前項の協議を行う場合、甲及び乙は当該協議を行う旨の合意を書面等で行うものとする。 

 

第７章 委託費等に関する事項 

（委託費の支払い） 

第29条 甲は乙に対し、本業務期間にわたり、乙が本契約等に従い、本業務を適切に行っていることを確

認したうえで、その対価として委託費を支払う。 

２ 甲は、モニタリングを通じて前項の確認を行う。 

３ 委託費の算出方法、支払い方法及び委託費の見直しに関する事項は、別紙１に規定するとおり

とする。 

4 乙が可燃ごみの運搬を停止した場合、甲は理由の如何にかかわらず、運搬業務委託料のうち

の固定費から当該運搬停止により乙が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができる

ものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運搬停止に基づく甲の乙に対する損害賠償請求を

妨げない。 

5甲は、運搬業務委託料の支払にあたり、当該支払時において乙の甲に対する支払債務が存在

する場合、当該支払債務相当額を運搬業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことが

できるものとする。 

6 甲は、運搬業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約

日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。その後の改

正を含む。以下「遅延防止法」という。）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率で

計算した額の遅延損害金を支払うものとする。 

 

（乖離請求） 

第30条 乙は、本条第６項に定める乖離請求期間において、要求水準書、可燃ごみ運搬量の現状、各種

質問回答書などと、本業務の現状との間に著しい乖離が確認された場合は、乖離の状況、対処方法、

対処にかかる増加費用等を甲に報告することができる。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、その内容について速やかに確認し、確認の結果を乙に通知

するものとする。  
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３ 乙は、前項の通知において報告にかかる乖離が確認されている場合は、その対処方法、費用負

担等を甲と協議の上合意して甲に請求できるものとする。 

４ 甲は、前項の請求を受けた場合は、乖離の対処方法、費用負担等について乙と協議を行うも

のとし、協議が整い次第、甲は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。 

５ 甲が第３項の請求を受けた日から３０日以内に協議が整わない場合は、対処方法を甲が定

め、乙はこれに従い、本業務を実施する。なお、甲が定めた対処方法に従った業務の実施によ

り、乙に業務実施の費用が増加する場合は、当該増加分は甲が負担するものとし、業務実施

の費用が減少する場合は、減少分を委託費から減額する。 

６ 乖離請求期間は、令和６年7月１日から令和７年6月３0日までとする。 

 

（法令等の改正に伴う委託費の変動） 

第31条 甲は、この契約締結後に法令等の変更が行われた場合は、必要に応じて乙と協議のうえ、要求

水準書の変更を行い、運搬計画書等の変更を乙に指示する。また、この契約締結後の法令等の変更に

より、本業務に直接影響を及ぼす事項が確認され、追加費用が発生する場合は、甲が当該追加費用を

負担する。なお、法令の変更により、乙が本業務を実施する費用が減少する場合は、甲は乙と協議のう

え、委託費を減額することができる。また、協議が整わない場合は、甲において合理的な計算により委

託費を減額することができる。 

 

（不可抗力による委託費の変更） 

第32条 甲は、第５条の規定により甲が不可抗力の対応方法を通知した場合は、必要に応じて要求水準

書等の変更を乙に指示することができる。また、甲は、必要と認められる場合は、委託費を変更すること

ができる。 

 

（相殺） 

第33条 甲は、乙に対して金銭債権がある場合、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、委託費請求

権その他の債権と相殺することができる。 

２ 前項の場合において、相殺してなお不足がある場合は、乙は甲が指定する期間内に当該不足

額を支払わなければならない。 

３ 第１項の場合において、甲は相殺の充当の順序を指定することができる。 

 

（委託費の減額） 

第34条 乙の責めに帰すべき事由により、本契約、要求水準書等及び事業者が作成した見積提案図書、

に示す事項が達成されない場合、別紙 2 に示す方法により、委託費を減額する。ただし、本事由が乙

の責めに帰すべき事由でないことを乙が証明した場合は、かかる減額は行わないものとする。 

２ 委託費の固定費の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、委

託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。 

  



10  

第８章 費用負担等に関する事項 

（不可抗力による負担） 

第35条 甲は、第５条に基づき、履行義務を免れた期間に対応する委託費の支払いにおいて、乙が履行

義務を免れたことにより、支出又は負担を免れた費用を控除することができる。 

２ 不可抗力により、乙がこの契約の履行ができなくなった場合において、第５条第３項の協議が

整わなかったときは、乙に生じた損害額及び増加費用額の合計額（ただし、乙が加入する保

険で填補されるものを除く）が、一年度につき、当該不可抗力に該当する事項が発生した年

度の業務履行に対し甲が支払うべき委託費の１００分の１に至るまでは乙が当該損害額及び

増加費用額を負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。 

 

（甲又は第三者に生じた損害の負担） 

第36条 乙は、故意又は過失若しくは法令等の不遵守、不適合等によって、甲又は第三者に損害を生じ

させた場合は、これを全て（合理的な弁護士費用も含むがそれに限られない）賠償しなければならな

い。 
 

（損害による経費の負担） 

第37条 本業務の運搬に関し、発生した損害（第三者に及ぼした損害含む）の賠償又は補填のために必要

となる経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由によることを乙が証

明した場合においては、その損害の賠償又は補填のために生じた経費は甲が負担するものとし、負担

額は甲と乙が協議して定めるものとする。 

２ この契約に定める固定費の減額は、前条又は前項に基づく甲の乙に対する損害賠償の請求を

妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。 

３ 別紙２に定める是正勧告に対する改善予定期間は、乙の債務不履行責任を免れさせるものと

解してはならない。 

 

（協議及び追加的な経費の負担） 

第38条 甲及び乙は、甲が乙から第22条の通知を受領したときは、法令変更に対応するため、この契約及

び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から６０日以内に甲及び乙が合意に至らない

場合は、甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙はこ

れに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、乙に生じる追加的な費

用の負担は、次の定めによるものとし、この契約の履行のための費用が減少する場合は、当

該減少分を委託費から控除するものとする。 

（1） 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度、規制の新設・変更に関するもの：甲負担 

（2） 乙の利益に課せられる一般的な税制の新設・変更に関するもの ：乙負担 

（3）(２)に該当するもの以外の税制の新設・変更に関するもの（消費税及び地方消費税の税率

変更を含む。） ：甲負担  



11  

（緊急時の対応による経費の負担） 

第39条 乙は、第６条に示す緊急時の対応を行った場合は、自らその費用を負担するものとする。ただ

し、当該措置が不可抗力による場合は第５条に準じるものとし、甲の責に帰すべき事由による場合は、

甲が当該措置に要した費用を負担するものとする。 

 

第９章 契約解除等に関する事項 

（契約の解除） 

第40条 甲は、乙がこの契約に関し、以下のいずれかの事項に該当する場合は、乙に対し催告することな

く、この契約を解除することができる。 

（1） 第52条の規定に違反して権利義務を譲渡した場合 

（2） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）、以下、 

「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員 

（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与していると

認められるものに権利義務を譲渡したとき。 

（3） この契約に対する重大な違反があったとき。 

（4） 乙が本業務の履行の全て又は一部（残存する業務範囲では契約時の目的を達成することができな

いものをいう。）を拒絶する意思を示したとき。 

（5） 乙が、この契約を放棄したと認められるとき。 

（6） 乙が、自らに係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続につい

て、取締役会その他の機関でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支

払不能若しくは支払停止となったとき。 

（７）その他この契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。 

(8)乙が本契約に反し、甲の催告にもかかわらず、その契約違反の一部または全部を１ヵ月経過しても

解消しなかったとき。 

 

（暴力団排除措置による解除） 

第41条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、乙に対し催告することなく、この契約を解除

することができる。 

（1） 役員等（乙が法人である場合にはその役員又は、その支店若しくは本業務の契約を締結す

る事務所の代表者をいう。）が暴力団員であると認められるとき。 

（2） 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（3） 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（4） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

（5） 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 
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（6） 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が同条（1）から 

（5）のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（7） 乙が、本条（1）から（5）のいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の

契約の相手方としていた場合（同条（6）に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契

約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

 

（談合その他不正行為による解除） 

第42条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、乙に対し催告することなく、この契約を解除

することができる。 

（1） 公正取引委員会が、乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号。以下、「独占禁止法」という。）の規定に違反する行為（以下、「独占禁止法違反

行為」という。）があったとして独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令を行い、乙が当

該排除措置命令について行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第２項に規定す

る処分の取消しの訴え（以下この条において「処分の取消しの訴え」という。）を提起しなかっ

たとき。 

（2） 公正取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第６２条第１項

に規定する課徴金の納付命令を行い、乙が処分の取消しの訴えを提起しなかったとき。 

（3） 乙が本条（１）又は（2）の場合に処分の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又

は訴え却下の判決が確定したとき。 

（4） 排除措置命令又は課徴金の納付命令（乙に対する命令で確定したものをいい、乙に対して

行われていない場合は、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令を

いう。）が行われた場合において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業

活動があったとされたとき。 

（5） 本条（４）の命令により、乙に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為

の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に

係る事件について、公正取引委員会が乙に対し、課徴金の納付命令を行い、これが確定した場

合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。）

に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき（当該違反行

為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。）。 

（6） 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）に対する刑法第９６条の６若しくは

第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定

したとき。 
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（委託者の勧告による解除権） 

第43条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、相当の期間を定めてその履行の勧告を行

い、その期間内に履行されない場合は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

際における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この限りで

はない。 

（1） 正当な理由がなく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。 

（2） その他この契約に違反したとき。 

 

（受託者の催告による解除権） 

第44条 乙は、甲がこの契約に違反した場合は、相当の期間を定めてその履行の催告を行い、その期間

内に履行がない場合は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した際における債

務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この限りではない。 

 

（受託者の催告によらない解除権） 

第45条 乙は、以下のいずれかの事項に該当する場合、この契約を解除することができる。 

（1） 甲が要求水準書を変更したことにより、契約期間開始から満了の日までの委託費の総額 

（固定費と変動費の総額。変動費はごみ運搬量に基づき算出する。）が３分の２以上減少したとき。 

（2） 業務中止の期間が、本業務期間の２分の１以上に達したとき。 

 

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第46条 第44条又は第45条に定める事由が、乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は第44条及び

第45条に基づく契約の解除をすることができない。 

 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第47条 第43条に定める事由が、甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は第43条に基づく契約の解

除をすることができない。 

 

（解除に伴う措置） 

第48条 甲は、この契約が甲の責めに帰すべき事由により本業務期間の満了前に解除された場合におい

ては、既済部分を検査の上、相応する委託費を乙に支払わなければならない。乙の責めに帰すべき事

由による解除の場合はこの限りではない。 

２ 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品がある場合は、本業務で使用されているも

のを除き、甲に返還しなければならない。この場合、当該貸与品が乙の故意若しくは過失に

より滅失若しくは棄損した場合は、乙は代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還

に代えてその損害を賠償しなければならない。 
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３ 乙は、この契約が本業務期間の満了前に解除された場合において、搬出車両を修復し（軽度な

汚損及び劣化（通常の経年変化によるものを含む。）を除く。）、取片付けて、甲に明け渡さなけ

ればならない。 

４ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に修復又は取片付けを行わない場

合は、甲は、乙に代わって修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、

甲の修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の修復又は取片付け

に要した費用を負担しなければならない。 

５ 第２項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第40条、

第41条、第42条又は第43条の規定による場合は甲が定め、第44条又は第45条の規定に

よる場合は、乙が甲の意見を聞いて定めるものとし、第２項後段、第３項に規定する乙の取る

べき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。 

６ 本契約の解除が、乙の責めに帰すべき事由による解除であった場合は、甲は、解除をすること

に加えて、乙に対して、当該解除により甲が被った損害（乙の代わりの受託者を確保するた

めに本契約に定める金額以上の委託料を支払わなければならなくなった場合のその差額を

含むがそれに限られない）の賠償を請求することができる。 

 

第１０章 損害賠償請求等に関する事項 

（委託者の損害賠償請求等） 

第49条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、これによって生じた損害の賠償を請求する

ことができる。 

（1） この契約に違反したとき。 

（2） 乙から甲に引き渡された報告書、記録、その他の資料にこの契約への不適合があるとき。 

（3） 第40条ないし第43条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

（4） 本業務の要求水準書等に従った履行を行わないとき、又は履行が不能であるとき。 

２ 甲は、以下のいずれかの事項が生じた場合、前項の損害賠償の請求に代えて、乙に対し委託

費の１００分の１０に相当する額の違約金の支払いを請求することができる（ただし、甲がこれ

以上の損害の発生を証明した場合は、この違約金の金額に加えてその損害の賠償を請求す

ることができる）。乙は、甲からの違約金の請求を受けたときは、甲が指定する期間内にその

全額を支払わなければならない。 

（1） 第40条ないし第43条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除された場合 

（２）本業務期間中に、乙が本業務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって、本

業務が履行不能となった場合 
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３ 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、前項（２）に該当するものとみなす。 

（1） 乙について破産手続開始の決定があった場合 

（2） 乙について会社更生手続開始の決定があった場合 

（3） 乙について再生手続開始の決定があった場合 

（4） 乙について特別清算開始の命令があった場合 

４ 第１項及び第２項各号に該当する事由の発生が、この契約及び取引上の社会通念に照らして

乙の責めに帰することができない事由によるものである場合は、第１項及び第２項の規定は適

用しない。 

５ 第１項（1）に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託費から部分引渡しを

受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条に規定する率で計算した額とする。 

６ 第２項に該当する場合、第23条の規定により、契約保証金の納付又は、これに代わる担保の

提供が行われている場合は、甲は当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当す

ることができる。 

 

（受託者の損害賠償請求等） 

第50条 乙は、甲が以下のいずれかの事項に該当する場合、これによって生じた損害の賠償を甲に請求す

ることができる。ただし、該当事項が、この契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すること

ができない事由によるものである場合は、この限りではない。 

（1） 第25条の規定により、本業務内容が変更又は、一時中止した場合において、乙が損害を受けたとき。 

（2） 第44条又は第45条の規定により、この契約が解除されたとき。 

（3） 甲がこの契約に違反し、乙による履行の催告に対し、相当期間内に履行がない場合  

２ 前項における賠償額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。 

３ 甲の委託費の支払いが遅れた場合においては、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政

府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条に規定する率で計

算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 

 

（契約期間終了時の取扱い） 

第51条 乙は、契約期間終了の末日まで、本契約及び要求水準書等に規定された全ての業務を遂行しな

ければならない。 

2 甲が、本業務期間終了後に新たな事業者を選定する場合、乙は、当該事業者に対する資料

の開示、当該事業者による視察等、甲の求める事項に協力するものとする。 
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３ 前項で選定された事業者が、乙と異なる場合は、乙は、円滑な引継ぎに関する支援に協力す

るものとする。 

４ 乙は、契約期間終了までの間に、搬出車両の状況確認を行い、良好な状態であることを確認

するものとする。ただし、経年劣化に起因するものは除く。 

 

第１１章 権利等に関する事項 

（権利義務の譲渡等） 

第52条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承し、若しくは担保に供して

はならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（特許権等の使用） 

第53条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権

利（以下この条において「特許権等」という。）の目的物を使用する際は、その使用に関する一切の責任

を負わなければならない。ただし、甲がその目的物を指定した場合においては、甲は、乙の使用に関して

要した費用を負担しなければならない。 

 

（著作権の譲渡等） 

第54条 乙は、成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作

物（以下、｢著作物｣という｡）に該当する場合には、乙が従前から保有していた著作物を除

き、当該著作物に係る乙の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいう｡）

を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。ただし、甲が著作権の譲渡を要しないもの

として指定した成果物については、この限りではない。 

２ 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物

に表示した氏名を変更することができる。 

３ 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のため

にその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、成果物が著作物に該当し

ない場合も同様とする。 

４ 乙は、成果物の著作物への該当の有無にかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を

使用又は複製し、また、第55条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することがで

きる。 

５ 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第１０条第１項第９号に規定

するプログラムの著作物をいう｡）及びデータベース（著作権法第１２条の２に規定するデータ

ベースの著作物をいう｡）について、乙が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベー

スを利用することができる。 
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６ 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権を甲以外の第三者に譲渡若しくは継承し、

又は第三者から譲渡若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場

合は、この限りではない。 

７ 乙は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。 

 

第１２章 秘密の保持等に関する事項 

（秘密の保持） 

第55条 甲及び乙は、本業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報（以下、「秘密情報」とい

う。）を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本業務の遂行以外の目的で

かかる秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の

書面による承諾なしに第三者に開示・漏えいしてはならない。 

２ 前項にかかわらず、乙は、本業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、

複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合は、この

限りでない。 

３ 第１項の秘密情報については、以下の情報は含まないものとする。 

（1） 開示時に公知である情報 

（2） 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

（3） 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 

（4） 甲及び乙がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報  

 

４ 第１項の定めにかかわらず、甲及び乙は次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手

方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に

対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合

は、かかる事前の通知を行うことを要さず、この場合は開示後速やかに通知を行うものとする。 

（1） 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示す

る場合 

（2） 法令等に従い開示が要求される場合に合理的に必要な最小限の範囲で当該秘密情報を

開示するとき 

（3） 権限ある官公署の命令に従う場合に合理的に必要な最小限の範囲で当該秘密情報を開

示するとき 

（4） 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業に開示する場

合 

（5） 甲が本業務の一部を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合。ただ

し、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担

する場合に限る。 
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（6） 甲がこの契約終了後に可燃ごみ運搬業務を受託する者を選定するために必要な場合に合理

的に必要な最小限の範囲で当該秘密情報を開示するとき。ただし、開示を受ける者が少なくとも

本条に定める秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。なお、かかる場合、甲

は乙と開示の範囲及び内容を事前に協議しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第56条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、「鹿嶋市個人情報

保護条例」及び「神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例」などの関係法令を遵守しなければ

ならない。 
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【別紙１】 

第１節 委託費の支払い方法 

１）委託費の構成と算出方法 

甲から乙に支払う委託費は、固定費と変動費の合算として算出する。 

固定費は、委託費のうち、可燃ごみ量に係らず、可燃ごみ運搬業務に伴って一定の費用が

生じる固定的な経費とする。変動費は、委託費のうち、可燃ごみ量に応じて変動する経費とし、

乙が提案した価格を基に算出する費用とする。 

委託費の構成は以下のとおりとする。 

 

 

各費用の内容は次のとおりとする。 

 

 

委託費を構成する固定費及び変動費単価は、乙が事業者選定時に提出した事業計画に

おける金額及びその計算根拠を基に、具体的な数値を決定するものとする。 

なお、固定費及び変動費の構成は、下表に示すとおりとする。 
 
 

種類 概要 項目 

固定費 固定費① 人件費、車両保険費、 

事務費等に係る諸費用 

人件費、車両保険費、事務費等その他費用 

法定点検費 車検、３カ月点検、その他費用 

固定費② 一般整備費 法定点検以外に必要とする整備、補修費、消耗品費

等 

変動費 可燃ごみ量によって 

変更が生じる用役費 

車両燃料費、消耗品費、受託者の過失による補修費

等、その他費用 

（委託費）＝（固定費）+（変動費） 

（変動費）＝（変動費単価）×（可燃ごみ量） 

（委託費） ：甲から乙に支払う委託費 [円] 

（固定費） ：可燃ごみ量に関係なく支払う固定的な経費 [円] 

（変動費） ：可燃ごみ量に応じて支払う変動的な経費 [円] 

（変動費単価） ：可燃ごみ量、1ｔ当たりの変動的な経費単価 [円/t] 
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２）委託費の支払方法 

本業務の委託費は、各年度の四半期に 1 回、乙に対して支払うものとする。 

なお、固定費は毎四半期均等、変動費は計画運搬量に基づき第1～3 四半期を仮払いし、

本業務の履行状況のモニタリングを踏まえ年度末（第 4 四半期）に精算する。 

 

３）委託費の見直し 

事業年間の物価上昇率、為替変動等の変動の可能性のある経済要素については、原則と

して、以下の考え方に従い、委託費に反映させるものとする。 

 

①変動要素の見直しは、原則として翌年度の委託費を設定する８月を目途に行う。 

②変動要素の見直しに関し、固定費及び変動費単価のそれぞれに±1.5％の許容範囲を

置くものとする。 

③許容範囲については、初回は初期値を、以降は固定費及び変動費単価のそれぞれの直

近の見直し後の数値を基準とする。 

④変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じ

た場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。 
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物価変動等の改定指数 

委託費見直しに係る改定指数として、対象費目ごとに以下の指数を用いる。 

 

 

固定費の改定指数 
 

費目 改定指数 

人件費 「毎月勤労統計調査」（全国調査） 

「賃金指数（現金給与総額）／就業形態計／調査産業計 

／事務所規模30人以上」（厚生労働省） 

車両保険費 

法定点検費 

「消費税を除く企業向けサービス価格指数／総平均」 

（日本銀行調査統計局） 

一般整備費 「消費税を除く国内企業物価指数／はん用機器」 

（日本銀行調査統計局） 

その他費用 「消費税を除く企業向けサービス価格指数／総平均」 

（日本銀行調査統計局） 

 

 
変動費原単位の改定指数 

 

費目 改定指数 

車両燃料費 「消費税を除く国内企業物価指数／石油・石炭製品」 

（日本銀行調査統計局） 

消耗品費 

補修費 

「消費税を除く国内企業物価指数／はん用機器」 

（日本銀行調査統計局） 

その他費用 「消費税を除く企業向けサービス価格指数／総平均」 

（日本銀行調査統計局） 
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【別紙2】 

第１節 モニタリング 

１）モニタリングの基本的な考え方 

甲は、公告時に提示した要求水準書及び乙が作成した見積提案図書に基づいて、適正かつ確

実な本業務の履行が確保されているかを監視、評価する。モニタリングにより、前述した要求水

準事項が達成されていない、または達成されないおそれがあると判断した場合は、業務停止、是

正勧告、委託費の減額の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、業務委託契

約に基づく、甲の契約解除権の行使を妨げるものとではないことに留意すること。 

 

２）モニタリング方針 

本業務におけるモニタリングの方法は、乙が行うセルフモニタリングに基づく本業務につい

ての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で甲が随時モニタリングを行うこ

ととする。 

 

３）モニタリング方法 

①乙によるモニタリング 

乙は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行うものとし、本業務の履行体制及

び可燃ごみ運搬業務に関する履行状況を定期的または随時確認することにより、本業務

内容について、毎月各種報告書を作成して、甲に提出すること。 

 

②甲によるモニタリング 

甲は、自己の責任及び費用で乙が実施する業務について、その履行状況を定期的また

は随時モニタリングを行うものとする。 

定期的なモニタリングは、乙が作成した各種報告書の内容が要求水準書等及び事業者

が作成した見積提案図書を満たしていることを確認するものとする。なお、月報等の具体

的内容は、乙の提案に基づき契約後に甲と協議のうえ決定する。 

また、定期的なモニタリングとは別に、甲が必要と認める場合、随時モニタリングを実

施するため、乙は最大限の協力を行うこと。 

  



23  

第２節 業務改善についての措置 

１）是正勧告（1回目） 

①是正勧告 

確認された不具合、不履行又は不適合が、２度以上発生しているものであるか、又は初

めて発生したものでも重大であると認めた場合、甲は、乙に適切な是正措置をとることを

通告（是正勧告）する。乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期

限について甲と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した改善

計画書を、指示を受けた日から３０日以内に甲に提出し、承諾を得ること。ただし、甲の承諾によ

って、甲は、改善結果について一切責任を負わず、乙は、不具合、不履行又は不適合につ

いて一切免責をされない。なお、確認された不具合、不履行又は不適合が初めて発生し

たもので、かつ重大な不具合、不履行又は不履行ではないと甲が判断した場合は、是正

勧告とせず、甲と乙の協議により措置を決定する。 

 

②やむを得ない事由による場合の措置 

やむを得ない事由により要求水準事項を満たすことができない場合、乙は、甲に対して

速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について甲と協議する。 

乙の報告した事由に合理性があると甲が判断した場合、甲は対象となる業務の中止又

は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。 

 

２）改善の確認 

甲は、乙からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、改善計画書に沿った改善の

実施状況を確認する。 

 

３）是正勧告（2回目） 

上記の２)における確認の結果、改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと

甲が判断した場合、甲は、乙に 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、改善計画書の提出請求等

の指示及び改善状況の確認等の措置を行う。 

 

４）是正勧告（３回目） 

上記の３)の手続を経ても２回目の改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認めら

れないと甲が判断した場合、甲は、乙に３回目の是正勧告を行うとともに、運搬計画書の管理体制の見

直しを乙に請求することができる。  
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５）契約の解除 

甲は、上記の４)の運搬計画書の管理体制の見直し等の請求を行った後、最長３ヶ月を経て

改善効果が認められないと判断した場合、又は、請求後３ヵ月が経過しても管理体制の見直し

等の改善策の一部又は全部が完了していなかった場合、甲が本契約の継続を希望しないときに

は、本契約を解除することができる。 

 

第3節 委託費の減額 

１）減額の対象 

減額の対象は、委託費における「固定費①」（減額の原因となった施設等の固定費に限らず、

委託費の固定費①の総額。以下同じ。）とする。 

 

２）減額の措置 

甲によるモニタリング等の結果、甲が２回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧

告を行った日を起算日（同日を含む。）として、当該勧告の対象となる事象が解消される日ま

で、年 365 日（又は 366 日）の日割り計算で乙に支払う固定費①を減額する。 

 

３）減額の程度 

本業務に係る対価の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して減額対象の 10％とする。

なお、複数の是正勧告による減額の限度は 50％とする。 

 

是正勧告件数 減額措置の内容 

1 件 10％の減額 

2 件 20％の減額 

3 件 30％の減額 

4 件 40％の減額 

5 件以上 50％の減額 

 

４）減額の算定方法 

本事項に関する減額の算定方法は、以下のとおりとする。 

 

 

※1 日あたりの固定費①は、当該年度の固定費を当該年度の日数（365 日又は366日）

で除した額とする。 

（減額）＝1 日あたりの固定費①（円/日） 

×当該年度において是正にかかった日数（日）×減額率（％） 


